
新潟産業大学「給付型

奨学金」を新設しました！

制度の主旨

本学では、昨今の厳しい

経済状況に鑑み、大学進

学の意欲を有しながらも経

済的事由により就学困難

な入学者を対象に、返還

義務のない給付型奨学制

度を設けることとしました。

①返還不要

給付型のため、返還は

必要ありません！

②４年間給付を継続

原則４年間給付を継続

適用します。

③４年間で80万円

年間20万円を給付

４年間80万円が給付され

ます。

新潟産業大学入試・広報課

〒945-1393
新潟県柏崎市軽井川4730
TEL:0257-24-4901

0120-787-124

Email:nyushi@ada.nsu.ac.jp

←大学情報はこちら

「給付型奨学金」

1.給付枠：令和５年度4月入学者で、以下の申請条件を満たす者
（人数は定めません）

2.対象入試：すべての入試を対象とする。

3.給付期間：原則４年間適用とする。
※ただし、修学状況が著しく悪い場合（年間修得単位数
が18単位以下）は、翌年度からの給付を取り消す場合が
あります。

4.申請条件：令和５年度春学期に新潟産業大学の通学課程に入学する
日本人の１年生で、以下の①および②両方に該当する
受験生。

①世帯収入 ・給与所得のみの場合、年間収入額が550万円未満
・給与所得以外のみの場合、年間所得額が300万円未満
・複数の収入がある場合、給与収入額と他の所得の合計
が550万円未満

②高校長からの推薦を受け入学する者。

5.給付額：年額200,000円×4年間
※国の修学支援新制度及び本学の他の学費軽減制度（「附属高校・
第一学院高校軽減制度」は除く。）と併用はできない。

6.申請方法：以下①～④の書類を受験時に提出する。
①「給付型奨学金申請書」
②住民票（生計を一にする世帯全員分が分かる住民票）
③前年の世帯収入を証明する書類（１月～１２月の金額が分かるもの）
④高校長の推薦書

7．給付方法：入学後、令和５年４月末頃、学費支弁者（父母等）の口座に
一括振込。2年次から4年次も同時期。

※：給付日に在籍していない場合は、給付対象から外れます。

のご案内(附属校生・第一学院生対象)


